
■問い合わせ／税務課市民税係　☎０８８-８８０-６５５４

■問い合わせ／①所得税、消費税、贈与税の確定申告に関することについて　
　　　　　　　　確定申告電話相談センター（開設期間：1月17日㈮～3月17日㈪）
　　　　　　　　☎０５７０-００-５９０１（自動音声に従って「０」番を選択してください）
　　　　　　　②本記事に関することについて　南国税務署　☎０８８-８６３-３２１５

今年度工事工区写真（令和6年8月時点北から撮影）

書かない確定申告！ マイナンバーカードでe-Tax

■ 場所／南国税務署　会議室（庁舎１階北側）
　　　　南国市大埇甲1592番地の２
■ 開催期間／２月１７日㈪～３月１７日㈪平日のみ
■ 受付時間／８:30～ 16:00（相談開始９:00～）

画面の案内に従って
金額などを入力する
だけで申告書が作
成できます！

マイナンバーカード
方式又は ID・パス
ワード方式により
e-Tax送信

　確定申告会場は大変混雑しますので、スマホやパソコンを使ったｅ－Ｔａｘ申告がおすすめです！

入場には、入場整理券が必要です！

南国税務署からのお知らせ

確定申告会場にお越しになる方へ

申告内容の留意点☎０８８－８８０－６５５４

市・県民税の申告予約は
お済みですか？

■ 予約方法／電話　平日8：30～17：00
　※混雑を避けるため窓口での予約は
　　ご遠慮ください。
■ 申告受付期間
　２月１７日㈪～３月17日㈪
　平日のみ
　①8：45～11：15　②13：00～16：30

 ・添付資料は事前に作成のうえ、予約時間にご来庁ください。
 ・「収支内訳書」や「医療費控除の明細書」など、添付資料を作
成していない場合は、申告受付ができません。

 ・期間中は市役所でも所得税の確定申告を受付できますが、
分離所得・新規の住宅ローン控除のある方は税務署で申告
をお願いします。なお、所得税の確定申告を済ませた方は、
市・県民税の申告は必要ありません。
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申告に必要なもの
□ 申告者本人のマイナンバーカードまたは通知カードと身元確認書類（運転免許証など）
□ 収入が証明できるもの
　 源泉徴収票（給与・年金）、 その他収入の証明、事業収入・不動産収入の収支内訳書
□ 還付申告の場合は、還付金振込先の通帳（本人名義）
□ 控除が証明できるもの
　 各種控除証明書等（国民年金・生命保険・地震保険・個人年金等の支払、障害者手帳等）、
　 医療費控除の明細書（「医療費通知」添付可）、  寄附金の領収書・証明書

確定
申告

・予約時間には必ず税務課窓口へお越しください。
　予約時間に遅れると受付できない場合があります。
・予約した時間に来られなくなった場合は、必ず連絡してください。
・申告内容や混雑状況によっては、受付が予約時間から前後することがあります。
・申告当日に検温を実施し、37.5度以上の発熱が認められる場合は受付できません。
　ご来庁の際は、マスクの着用、手指消毒にご協力をお願いします。
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■ 入場券配布方法
　①LINEから
　　事前発行

②会場で当日配付
（数に限りあり）

確定申告書等作成
コーナーへアクセス▶

確定申告書
を作成

e-Taxで
送信

Step1 Step2 Step3

氏名

住所

個人番号
カード

年 月 日

年 月 日

年 月 日まで有効
電子証明書
の有効期限

生

確定申告

e-Tax

■問い合わせ／申告について　 　　　　　  税務課市民税係　　　　☎０８８-８８０-６５５４
　　　　　　　証明書などの発行について　長寿支援課介護保険係　☎０８８-８８０-６５５６

■問い合わせ／地域包括支援センター　☎０８８-８０４-６０１０

今年度工事工区写真（令和6年8月時点北から撮影）

要介護認定を受けている方へ

認知症初期集中支援チームの活動を紹介します

■ 対象者／令和6年12月末日時点で、南国市で要介護認定を受けており、
　　　　　要介護２～５の６５歳以上の方
　控除を希望する方は、長寿支援課に「障害者控除対象者認定書」の発行を申請してください。
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障害者控除

　認知症専門医、 精神保健福祉士、訪問看護師、認知症地域支
援推進員で構成する専門職チームで、認知症の早期発見・早期対
応を目指し活動しています。

　まずは、地域包括支援センターへなんでもご相談ください。
　認知症地域支援推進員が皆さまのお悩みをお聞きし、支援につなげます！

認知症初期集中支援チームとは？

　まずは、認知症地域支援推進員が所属する地域包括支援セン
ターに寄せられる相談などから、 支援を必要とする「認知症の疑
いがある方」・「認知症の方」を把握します。
　次に、「認知症の疑いがある方」・「認知症の方」・「認知症の方の家族」などへ状況
を確認し、 チーム員会議で話し合うための準備をします。
　最後は、専門職チームが集まり、 チーム員会議の中で、適切な支援・必要な支援
（専門医受診など）を個別に検討し、 初期集中支援を実施しています。

チームの活動

■ 対象金額／介護保険サービスの利用料として支払った金額の内、領収書に「医療費控除の対象となる金
額」が記載されているもの

控除を希望する方は、「医療費控除の明細書」を作成して申告してください。認められる医療費から一定
の金額を差し引いた分が控除額です。

■ おむつ代の医療費控除の対象者（次のいずれにも該当する方）
　①傷病によりおおむね６か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる方
　②医師による治療を継続して行う必要があって、 おむつの使用が必要と認められる方
　【申請方法】
　・おむつ使用証明書
    かかりつけ医師に作成を依頼してください。
　・おむつ代に係る医療費控除確認書
要介護認定を受けている方のうち、 主治医意見書で上記の条件が確認で
きる方は、 長寿支援課で証明書を発行できますので申請してください。
※おむつの使用された年度に応じて取り扱いが異なる場合がありますので、 長寿支援課介護保険係まで
ご相談ください。

　介護保険の要介護認定を受けている方は、所得税の確定申告や市・
県民税の申告をする際に次の控除を受けられる場合があります。

医療費控除

南国病院 院長
中澤 宏之 氏

対象者1人ずつの支援方針を検討しています
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